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１【提出理由】

　平成26年６月21日開催の当社第37回定時株主総会において、決議事項が決議されましたので、金融商品取引法第24条

の５第４項及び企業内容等の開示に関する内閣府令第19条第２項９号の２の規定に基づき、本臨時報告書を提出するも

のであります。

 

２【報告内容】

(1）当該株主総会が開催された年月日

平成26年６月21日

 

(2）当該決議事項の内容

第１号議案　剰余金処分の件

１．期末配当に関する事項

①配当財産の種類

金銭といたします。

②配当財産の割当てに関する事項及びその総額

当社普通株式１株につき金40円（特別配当10円含む）

総額389,301,880円

③剰余金の配当が効力を生じる日

平成26年６月23日

２．その他の剰余金の処分に関する事項

①増加する剰余金の項目とその総額

別途積立金　　　　2,000,000,000円

②減少する剰余金の項目とその総額

繰越利益剰余金　　2,000,000,000円

 

第２号議案　定款一部変更の件

現行定款第２条（目的）につきまして目的事項の追加を行い、号文の新設に伴い号数の繰り下げを行

うものであります。

 

第３号議案　取締役10名選任の件

取締役として、田島憲一郎、田島哲康、中野秋代、田島通利、山野幹夫、居倉義文、難波哲治、

増田恒雄、真鍋彰郭及び飯塚健一を選任するものであります。

 

第４号議案　補欠監査役１名選任の件

補欠監査役として長野智子を選任するものであります。

 

第５号議案　故取締役副会長田島治子氏に対する弔慰金贈呈の件

平成25年10月17日に逝去されました故取締役副会長田島治子氏のご遺族に対し、その在任中の功労に

報いるため、弔慰金322,910,750円を贈呈するものであります。
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(3）当該決議事項に対する賛成、反対及び棄権の意思の表示に係る議決権の数、当該決議事項が可決されるための要件

並びに当該決議の結果

決議事項 賛成（個） 反対（個） 棄権（個） 可決要件
決議の結果

（賛成の割合）

第１号議案 74,003 388 0 （注）１ 可決（95.33％）

第２号議案 73,707 403 290 （注）２ 可決（94.93％）

第３号議案    （注）３  

田島　憲一郎 72,745 1,656 0  可決（93.69％）

田島　哲康 73,184 1,217 0  可決（94.26％）

中野　秋代 73,761 640 0  可決（95.00％）

田島　通利 73,763 638 0  可決（95.00％）

山野　幹夫 73,764 637 0  可決（95.01％）

居倉　義文 73,762 639 0  可決（95.00％）

難波　哲治 73,764 637 0  可決（95.01％）

増田　恒雄 73,760 641 0  可決（95.00％）

真鍋　彰郭 73,764 637 0  可決（95.01％）

飯塚　健一 73,764 637 0  可決（95.01％）

第４号議案 74,023 378 0 （注）３ 可決（95.34％）

第５号議案 73,940 461 0 （注）１ 可決（95.23％）

（注）１．出席した議決権を行使することができる株主の議決権の過半数の賛成であります。

２．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の３分の２以上の賛成であります。

３．議決権を行使することができる株主の議決権の３分の１以上を有する株主の出席及び出席した当該株主の議

決権の過半数の賛成であります。

 

(4）議決権の数に株主総会に出席した株主の議決権の数の一部を加算しなかった理由

　本株主総会前日までの事前行使分及び当日出席の一部の株主から議案の賛否に関して確認できた議決権の集計によ

り各議案の可決要件を満たし、会社法上適法に決議が成立したため、本株主総会当日出席の株主のうち、賛成、反対

及び棄権の確認ができていない一部の議決権数は加算しておりません。

 

以　上
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